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特 記 仕 様 書 

 

１ 地元の区、町内会、公園愛護会等による清掃作業等の日程と調整して業務を行うこと。作業

時に地元等で草刈がされていた場合は、時期を調整し監督員にその旨を連絡すること。 

 

２ 維持管理の時期及び回数は「維持管理作業時期及び実施回数表」に記載のとおりとすること。 

 

３ 受注者は、仕様書並びに作業注意事項を確認し、業務責任者並びに主任技術者は伐採技術の

向上をはかり安全作業を遂行すること。また、業務責任者に関しては、作業員の健康状態を

常に把握し作業に従事させるとともに、事故・ケガ等がないよう配慮すること。 

 

４ 受注者は、作業の実施にあたり、受注者は建設業法・道路交通法・都市公園法・騒音規制法・

労働基準法・廃掃法・職業安定法・労働者災害補償保険法緊急失業対策法・その他関係法規

及び発注者の条例、規定等委託作業実施に関する諸法令規則を遵守すること。 

 

５ 受注者は、作業の実施にあたり、関係官公署及び地元代表者・周辺住民等と協議する必要の

ある場合は、速やかに本市監督員と協議を行うこと。また、苦情・要望等を受けたときも速

やかに本市監督員に連絡すること。 

 

６ 安全管理 

（１）作業区域内外の安全管理については、作業区域周辺に利用者が立ち入り、事故等が起

きることのないよう十分に現場を把握し良好な現場管理を行うこと。 

（２）作業中は安全確保のため、通行人・車両の誘導を行い、建造物等に損傷を与えないよ

う十分注意すること。 

（３）現場作業員は安全重視（防護衣・防護具等の使用）し作業すること。 

 

７ 産業廃棄物の適正処理について 

受注者は、産業廃棄物が搬出される工事にあたっては、監督員の指示に従い、産業廃棄物関

連書類の提出及び確認並びに処理施設の現地確認並びに建設廃棄物処理状況の管理を行い、

産業廃棄物が最終処分に至るまで適正に処理されていることを確認しなければならない。 

 

８ 環境配慮事項 

受注者は、本業務の遂行における作業全般にわたって環境への配慮に努めるものとする。 

（１）自動車、施工機械の使用にあたっては、環境に配慮した仕様に努め、無用な使用を出

来るだけしないように心がけること。 

（２）業務完了時の提出書類等は、環境や再利用の観点から両面印刷等に心がけること。 

（３）業務を施工するにあたり、購入やレンタルする必要がある物品については、環境に配

慮して極力グリーン購入法に適応したものを活用するよう努めること。 

（４）清掃等周辺環境美化に努める。 

（５）業務全般にわたり省電力、省エネルギーに努めること。上記のほか、受注者として環

境に配慮する計画があれば業務着手時に、書面にて提出すること。 

 

９ 妨害又は不当要求に対する通報義務 

（１）受注者は契約の履行に当たり、暴力団又は暴力団員等から事実関係及び社会通念等に

照らして合理的な理由が認められない不当若しくは違法な要求を受けた場合又は契約

の適正な履行を妨害された場合は警察に通報しなければならない。なお、これらの不

当介入を受けたにも関わらず通報しない場合は指名停止措置を講じることがある。 

（２）受注者は暴力団又は暴力団員等による不当介入を受けたことに起因して履行期間内に

契約内容を完了することができないときは、発注者に対して履行期間の延長を請求す

ることができる。 


